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職 種 採用予定数 職務内容 

全職種（※） 各職種 若干名 

知事部局、教育委員会、企業庁及び

病院事業庁等において、事務また

は技術的業務に従事します。 

※三重県職員としての勤務経験年数が５年以上ある職種（複数ある場合はいずれかひとつを選択）で申し込んで

ください。 

※知事部局が募集している職種に限ります。また、教員、司書、警察職員を除きます。 

※欠員状況等により、職種によっては選考を実施しない場合がありますので、受験を希望される場合は、申込前

に必ず三重県総務部人事課（０５９－２２４－２１０３）までお問合せください。 

 
 

 

１ 昭和40 年4 月2 日以降に生まれた人 

２ 三重県職員として採用され、退職時点で、申込職種における勤務経験（※）を５年以上有する人 

※ 次の期間は勤務経験から除外します。 

   ①休職、停職、休業していた期間 

   ②特別職として勤務していた期間 

   ③会計年度任用職員、臨時的任用職員、任期付職員等として勤務していた期間 

３ 資格・免許を要する職種で申し込む場合、該当する資格・免許を有する人 

４ 次のいずれにも該当しない人（該当する人は受験できません） 

２ 受験資格 

１ 職種、採用予定数、職務内容 

令 和 8 年 度 

三重県職員（カムバック）採用選考 
受 験 案 内 

選  考  日   令和８年 7 月１8 日（土）、令和８年 11 月 7 日（土）、 

令和９年 1 月 9 日（土） 

 

受 付 期 間  令和 8 年 6 月９日（火）～ 令和 8 年 12 月 14 日（月） 

午後 4 時 

 

  

三重県では、過去に三重県職員として培った知識や能力を生かし、 
即戦力として活躍していただける人材を求めています！ 

 

○過去に三重県職員として採用されて一定期間の勤務実績を有する元三重県職員を対象と 
しています。 

○６１歳（令和９年４月１日時点）までの方を対象としています。 

三重県 
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➀ 平成11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とする人以外） 

  ② 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人  

  ③ 三重県職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2 年を経過しない人 

  ④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

  ⑤ 三重県を、勧奨を受けて退職した人又は早期退職者募集制度を活用して退職した人 

  ⑥ 受験申込時において三重県職員退職後１年以内である人 

  ⑦ 受験申込時において三重県職員（任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。）である人 

※ 日本の国籍を有しない人も受験できます。ただし、「建築」、「獣医師」、「航海士」、「機関士」、「児童福祉司」

の職種を受験するには日本の国籍が必要です。 

 

 

 

※１ 試験実施時期は、受験申込日により決定します。 

   ・７月実施  ： 令和８年6 月９日（火）～令和8 年7 月1 日（水）に受験申込みのあった人 

   ・１１月実施 ： 令和８年7 月2 日（木）～令和8 年10 月21 日（水）に受験申込みのあった人 

   ・1 月実施  ： 令和8 年10 月22 日（木）～令和8 年12 月14 日（月）に受験申込みのあった人 

※２ 試験当日の連絡先 ： 三重県人事委員会事務局職員課任用班 電話０５９－２２４－２９３２ 

 

 

試 験 種 目 配点(点) 基準点 内       容 

アピールシート試験 50 10 

これまでの職務経験や三重県職員として生

かせる知識・能力等についての記述式によ

る筆記試験を行います。※1 

人 物 試 験 100 ※2 
人柄、性格等についての個別面接による試

験を行います。※３ 

 

○合格者の決定方法について 

合格者は、原則として全ての基準点を満たす受験者のうち、総合得点の高い人から順に決定します。 

実施時期

※１ 
申込期間 

日 時 

※２ 
会 場 合格者の発表 

7 月 

実施 

令和8 年6 月９日（火）～ 

令和8 年7 月1 日（水）午後５時 

令和８年 7 月 18 日

（土） 

 

※集合時間等は別途

お知らせします。 

三重県庁（津市広明町

13 番地）周辺施設 

 

※詳細は別途お知ら

せします。 

令和８年 8 月上

旬頃（予定） 

※合否の結果は、

書面で本人あて

に通知します。 

１１月 

実施 

令和8 年7 月2 日（木）～  

令和8 年10 月21 日（水）午後４時 

令和8年１１月7日

（土） 

 

※同上 

同上 

令和8年12月中

旬頃（予定） 

※同上 

１月 

実施 

令和8 年10 月22 日（木）～ 

令和8 年12 月14 日（月）午後４時 

令和 9 年 1 月 9 日

（土） 

 

※同上 

同上 

令和 9 年 1 月下

旬頃（予定） 

※同上 

３ 試験の日時、会場及び合格者発表 

４ 試験の方法 



 - 3 - 

※１ アピールシート試験について 

以下の課題を出題します。所定の様式に記述のうえ提出してください。なお、アピールシートの記述内

容は、人物試験の参考とします。 

 

 （課題） 

① 三重県職員として従事した期間において培った知識・能力、成果・実績等について、具体的に記述し

てください。 

 

② 三重県職員を退職後の経験から得た知識・能力、成果・実績等を挙げ、再び県職員として従事するに

あたり、それらの経験をどのように生かせるかについて、具体的に記述してください。 

 

※２ ５段階で評定し、上位４段階に評定されること。（評定結果に応じて配点されます。） 

※３ 人物試験においては、三重県職員在職時の勤務状況も参考とします。 

 

 

 

区 分 内    容 

申 込 方 法 下記のリンク先よりお申込みください。（最終締切：令和8年12月14日（月）午後４時必着） 

URL：https://logoform.jp/f/cd6rP                   二次元コード 

【必 要 書 類 等 （各１部）】 

下記の書類を申込先に直接持参するか郵送（簡易書留）してください。 

(1)アピールシート（所定様式） 

 ※記入はパソコン又は手書きのどちらでも構いません。 

  パソコンの場合は、文字サイズ11ポイントとし、行は追加しないでください。 

 ※職種は受験する職種を記載してください。 

(2)面接カード（所定様式） 

 ※記入はパソコン又は手書きのどちらでも構いません。 

パソコンの場合は、文字サイズ10ポイントとし、行は追加しないでください。 

 ※受験番号は空欄としてください。 

(3)宣誓事項確認書（所定様式） 

(4)【資格・免許を要する職種のみ】該当する資格・免許の写し  

申込先及び 

所 定 様 式 

請 求 先 

三重県総務部人事課 人事・コンプライアンス推進班（担当：瀧本、小久保） 

〒514-8570 三重県津市広明町13 番地（三重県庁３階） 

電話 059-224-2103 

受 付 期 間 

及 び 時 間 

令和 8 年 6 月９日（火）から令和 8 年 12 月 14 日（月）まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）の午前8 時30 分から午後5 時まで 

※８月1 日より窓口受付時間を変更するため、8 月1 日以降は午前９時から午後４時まで 

 

 

 

受験者のうち希望者には、試験成績を提供します。 

なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人が本人であることを証明する書類（運転免許

証、学生証など）を持参のうえ、直接お越しください。 

 

６ 試験成績の提供 

５ 受験手続 

https://logoform.jp/f/cd6rP
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請求できる人 提 供 内 容 提 供 期 間 提 供 場 所 

 

受験者本人 受験者本人の試験種

目ごとの得点、総合得

点及び総合順位等 

合否通知発送日から起算して１年間 

（ただし、土曜日、日曜日、祝日及び

年末年始を除く。） 

午前8 時30 分から午後5 時まで 

※8 月 1 日以降は午前 9 時から午後

4 時まで 

三重県総務部人事課 

三重県津市広明町13 番地 

（三重県庁3 階） 

※基準に満たない試験種目がある場合は、総合順位の提供はありません。 

 

 

 

（１）採用者は試験合格者の中から任命権者が行う面接等により決定します。 

（２）採用は原則として令和 9 年 4 月 1 日以降の予定です。ただし、欠員状況等により令和 9 年４月１日より

早く採用されることもあります。 

（３）令和８年12 月25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等

の防止等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という。）に基づき、こどもと接する業務

の従事者（児童相談所の従業者のうち児童の指導又は一時保護に関する業務を行うもの等）については、特

定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

①試験区分が対象職種（福祉技術、児童福祉司、心理判定員、理学療法士、保育士など）以外について 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に

従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの間に、書面等により特定性犯罪事実該当者

であるか否かを確認することがあります。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、当該業務

に従事することができませんので、あらかじめご了承ください。 

②試験区分が対象職種（福祉技術、児童福祉司、心理判定員、理学療法士、保育士など）について 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に

従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの間に、誓約書等により特定性犯罪事実該当

者であるか否かを確認します。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、採用しないことがあ

りますので、あらかじめご了承ください。 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容については、こども性暴力防止法第２条第７項及び第８

項を参照してください。 

※ご自身の応募しようとする職種が対象となるかについては次の表を参考にしてください。 

※応募しようとする職種がない場合や不明な場合は、試験に関する問い合わせ先にご連絡ください。 

（4）日本の国籍を有しない人の任用にあたっては、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職務 

を行うためには日本国籍が必要である」という公務員の基本原則に沿った任用が行われます。（「公権力の行

使又は公の意思の形成への参画」に該当する業務例等については、次表を参考にしてください。） 
 
 

①対象職種以外 ②対象職種 

行政、環境化学、農学、畜産、林学、水産、総合土木、

建築、電気、機械、薬剤師、保健師、管理栄養士、医師、

歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士、

獣医師、試験研究技師、職業訓練指導員、精神保健福祉

士、学芸員、文化財技師、航海士、機関士 

福祉技術、児童自立支援専門員、児童生活支援

員、児童福祉司、心理判定員、保育士、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士 

７ 採用 
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公 権 力 の 行 使 に 該 当 す る 業 務 例 
公の意思の形成への 

参画に該当する職 

・公益法人の設立許可、立入検査  ・農地の転用許可 

・税の賦課、徴収、滞納処分    ・貸金業者への業務停止命令 

・学校法人の設立認可、解散命令  ・火薬類の製造許可 

・食品営業施設の営業停止命令   ・建設業の許可 

・児童福祉施設等への入所措置   ・屋外広告物の改善等措置命令 

・一般廃棄物処理施設への立入検査 ・補助金等の交付決定 

部長級、次長級、課長級等の職の

うち、県行政について企画、立案

及び決定に参画する職 

 

 

 

（１）採用時の職種は、三重県職員としての勤務経験年数が５年以上ある職種で受験者が申込時に選択した職

種で採用します。 

（２）採用時の職級は、原則退職時の職級での採用を基本とします。ただし、退職時の職級が課長級以上の場

合は、課長補佐級以下の職級での採用となります。（課長級以上では採用しません。） 

（３）本県における昇任は、原則以下のとおり行われます。 

   〔 主事・技師級 → 主任級 → 主査級 → 課長補佐級 → 課長級 → 次長級 → 部長級 〕 

 
  
 

（１）初任給（給料）は、退職時の級号給を基本に、退職後の職務経験等を考慮して決定します。 

（２）この試験に合格し、採用された場合には、「職員の給与に関する条例」等の規定による給料及び地域手当、

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等の諸手当が支給されます。 

 ※６１歳に達する年度以後、給料及び諸手当の一部は７割水準となります。 

  ○ 諸手当（令和8 年４月１日現在） 

    次のような諸手当がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。 

    ・地域手当：勤務地に応じて支給。（三重県内は給料月額の４．７％） 

    ・扶養手当：扶養親族のある職員に支給。（子１人 月額１３，０００円 等） 

    ・住居手当：借家等の家賃を支払っている職員に支給。（最高 月額２８，０００円） 

    ・通勤手当：公共交通機関の運賃相当額等を支給。（１か月あたり最高１５０，０００円） 

    ・期末・勤勉手当：１年間に給料等の約４.６５月分（採用年は、４月１日の採用の場合約３．０月分）

を支給。 

（３）勤務時間は８時３０分から１７時１５分までの７時間４５分（月曜日～金曜日）です。ただし、職場や

職種によっては、異なる場合があります。 

（４）年次有給休暇は、１年につき２０日（採用年は、４月１日の採用の場合１５日）あり、このほか特別休

暇等があります。 

 

◎ 受験上の注意事項 

（１）本試験の実施にあたっては、受験票の発行はしていませんので留意願います。 

（２）試験日には、筆記用具を持参して、別途お知らせする集合時間に直接試験会場にお越しください。 

 
◎ この試験に関する問い合わせ先 
 
 

 

 

９ 給与、勤務時間及び休暇 

８ 採用時の職種、職級、昇任 

三重県総務部人事課                        二次元コード 

〒514-8570 津市広明町13 番地（三重県庁３階） 

ＴＥＬ ０５９－２２４－２１０３ 

受験申込（受験案内掲載）ページ：https://logoform.jp/f/cd6rP 

https://logoform.jp/f/cd6rP
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【参考】三重県職員（カムバック）採用選考試験に関するQ&A 

 

番号 質問 回答 

1 

知事部局で採用され、教育委員会事務局で退職し

ましたが、受験することはできますか？ 

受験することが可能です。ただし、知事部局が募

集している職種に限ります。また、教員、司書、

警察職員として採用されている場合は、受験でき

ません。 

2 

正規職員として在職時、職種変更をしました。ど

ちらの職種も５年以上の勤務経験がありますが、

どの職種で受験することができますか？ 

どちらの職種でも受験することができます。ただ

し、複数職種で受験することはできません。受験

する際は、いずれかひとつを選択して申し込んで

ください。 

3 

臨時的任用職員、任期付職員、会計年度任用職員

として働いていましたが、この期間を勤務経験年

数に含めることはできますか？ 

三重県職員としての勤務経験年数に含めることは

できません。 

4 

勤務経験から除外される、「休職、停職、休業して

いた期間」とはどのようなものが該当しますか？ 

【休職】病気休職、長期自己研修期間の休職等の

分限休職発令期間 

【停職】停職処分の期間 

【休業】育児休業、配偶者同行休業等の期間 

などが該当します。 

5 

三重県から別の団体（国、都道府県、市町村、外

郭団体、民間企業等）に派遣されていましたが、

この期間は勤務経験年数に含めることができます

か？ 

三重県職員としての勤務経験年数に含めることが

できます。 

6 

受験することができない、「勧奨を受けて退職した

人又は早期退職者募集制度を活用して退職した

人」とはどのような人ですか？ 

職員退職優遇措置要領又は早期退職者募集実施要

項に基づき募集期間中に応募して退職手当の優遇

措置を受けて退職した人 

を指します。 

7 

令和7 年度末に退職しましたが、この場合、受験

することはできますか？ 

退職後１年を経過していないため、受験すること

はできません。令和7 年度末（R8.3.31）に退職

した場合、令和9 年度実施のカムバック選考から

受験することができます。 

8 

過去に三重県職員として採用され５年以上勤務し

たのち、一度離職して、現在は会計年度任用職員

として三重県に勤務しています。この場合、受験

することはできますか？ 

受験することが可能です。受験する際は、三重県

職員としての勤務経験年数が５年以上ある職種で

申し込んでください。 

9 
受験資格を満たしている場合、受験すれば誰でも

採用されますか？ 

選考試験の結果によっては、採用されない場合も

あります。 



 - 7 - 

10 

退職時の職級は主事でしたが、退職後、別の都道

府県での勤務経験があります。この場合、どのよ

うな職級で採用されますか？ 

採用する際の職級は、原則退職時の職級での採用

を基本としますが、課長級以上での採用は行いま

せん。なお、職級の決定にあたっては、選考試験

の結果、三重県退職後の職務経験等を総合的に勘

案して決定するため、具体的な職級をお答えする

ことはできません。 

11 

退職時の職級は課長級でした。この場合、どのよ

うな職級で採用されますか？ 

採用する際の職級は、原則退職時の職級での採用

を基本としますが、課長級以上で退職された場合

は課長補佐級以下の職級で採用します。なお、職

級の決定にあたっては、選考試験の結果、三重県

退職後の職務経験等を総合的に勘案して決定する

ため、具体的な職級をお答えすることはできませ

ん。 

12 

初任給はいくらになりますか？ 初任給の額は、退職時の級号給を基本に、退職後

の職務経験等を考慮して個別に決定しますので、

具体的な金額をお答えすることはできません。 

13 

原則令和 9 年４月１日採用予定ということです

が、令和8 年度途中から勤務することはできます

か？ 

職種の欠員状況等によっては、令和8 年度途中か

ら採用される場合もあります。その際は、個別に

調整させていただきます。 

14 

三重県職員（行政実務経験者）採用選考と併願す

ることはできますか？ 

いずれの受験資格も満たしている場合は、併願す

ることが可能です。ただし、試験日が重なる場合

は、併願することはできません。いずれか一方を

選択して受験してください。 

15 

どのような職種がこども性暴力防止法の対象職種

に該当しますか？ 

４ページに記載の表のとおりです。表の中にご自

身が在職していた際の職種がない場合は、お手数

ですが総務部人事課までご確認ください。 

16 

こども性暴力防止法の犯罪事実確認とは何です

か？ 

対象職種及び対象職種以外でも、こどもと接する

業務に従事する場合は、過去に特定性犯罪の前科

があるかの照会が必要となります。照会方法等は

該当者に追ってご連絡します。 

17 

こども性暴力防止法の犯罪事実確認に該当した場

合はどうなりますか。 

対象職種の場合は採用しないことがあります。ま

た、対象職種以外の場合はこどもと接する業務に

従事できない場合があります。 

 

 



 

三重県職員（カムバック）採用選考 アピールシート 
 

試験種類 職種 
受験番号 

（※記入不要） 
氏    名 

カムバック 

採用選考 
  

ふりがな   

 

       

 

 

① 三重県職員として従事した期間において培った知識・能力、成果・実績等について、具体的に

記述してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 三重県職員を退職後の経験から得た知識・能力、成果・実績等を挙げ、再び県職員として従事

するにあたり、それらの経験をどのように生かせるかについて、具体的に記述してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２                                           （その４） 

面 接 カ ー ド 

・ 記入はパソコンまたは手書きのどちらでも構いません。 

・ パソコンの場合は、文字サイズ 10ポイントとし、行は追加

しないでください。 

・ 手書きの場合は、ボールペンまたはサインペンを用いて丁

寧に記入してください。 

・ 受験番号欄は空欄としてください。（当日割り当て） 

試験の種類 職  種 受 験 番 号 

カムバック採用

選考 
  

ふりがな 

氏  名 
（   歳） 

志望動機（再び県職員として従事したい理由） 

 

 

 

採用されたら取り組みたい具体的な業務、担当、所属等 

 

 

 

県職員在職時に最も注力して取り組んだこと 

 

 

 

 

県職員退職後の経験の中で、苦労したこと、うまくいかなかったこと 

 

 

 

 

入庁した場合に生かせると思う知識・能力・経験 

 

 

 

 

あなたが自覚している性格（長所・短所） 

 

 

趣味・特技、自己研鑽のために取り組んでいること  

 

 

資格・免許 

 

※このカードは人物試験の際の質問の参考資料とするもので、この目的以外に使用することは一切ありません。 



 　　私は、次のいずれにも該当しておりません。

　 １　日本の国籍を有しない者 （国籍を要する職種を受験する者のみ）

　 ２　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受け

     ている者（心神耗弱を原因とする者以外）

 　３　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその

 　　執行を受けることがなくなるまでの者

 　４　三重県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日か

 　　ら２年を経過しない者

 　５　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下

 　　に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

　  　　の団体を結成し、又はこれに加入した者

 　６　三重県を、勧奨を受けて退職した者又は早期退職者募集制度

 　　を活用して退職した者

 　７　三重県職員退職後１年以内である者

 　８　三重県職員（任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任

 　　用職員を除く。）である者

 　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

 　　　　　　　　氏名（自筆）

※宣誓事項に不正があると採用される資格を失うことがあります。

宣 誓 事 項 確 認 書

三重県職員採用選考（カムバック）


